
 

  
監理技術者講習受講者 加点期間の変更 

令和5年8月14日以降の審査基準日から適用  

 １級技術者でかつ監理技術者講習修了者は、技術力（Z）で6点加点されます。 

 建設業法上の「専任の監理技術者として配置可能な期間」と「経審上加点可能な期間」にすれが生じて

いたため、「経審上加点可能な期間」が「講習修了の日の属する年の翌年から５年間」に変更になりま

す。  

 令和４年８月１５日以降の申請から適用されます。   


